
開催日時

場所 上市町役場２階　第１会議室

出席委員

１番 冨樫　隆 ２番 大江　登美江 ３番 村上　正毅 ４番 林　忠治

５番 碓井　繁 ６番 中川　治 ７番 山本　裕子 ８番 青木　幸男

９番 稲葉　悟 10番 岩城　正治 12番 酒井　喜之

出席推進委員 ６名

事務局 出席者

事務局長　碓井　秀樹

事務局長代理　米山　洋　

議事録署名委員 ３番 村上　正毅 ５番 碓井　繁

議事日程 １. 開会

２. 会長の挨拶

３. 議事録署名委員の指名　

４. 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について

議案第２号 農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について

議案第３号 農地法第４・５条の規定による事業計画の変更について

議案第４号

報告第１号

５. その他

次回委員会の開催予定について

第25回総会

日時　令和７年８月５日（火）午後２時から

場所　上市町役場２階　第１会議室

６.

開会

事務局長

会長

事務局長

会長

事務局

会長

第24回　上市町農業委員会総会議事録

令和７年７月４日（金）　午後２時

11名

農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について

農地法第１８条第６項の規定による届出について

閉会

それでは、第24回の上市町農業委員会総会を開催したいと思いますので宜しくお願いいたします。

只今の出席委員は、12名中11名であり、定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告いたし
ます。また、推進委員は６名中６名出席していただいております。

それでは、開会にあたりまして、はじめに林会長よりご挨拶をお願いいたします。

会長あいさつ

会長ありがとうございました。
それでは議事に入りたいと思います。総会の議事は会長が行うことになっておりますので、宜しくお願いし
ます。

はじめに議事録署名委員の指名を行いたいです。３番　村上委員さん、５番　碓井委員さんにお願いいたし
ます。なお、本日の会議書記には、事務局職員の米山さんの方でひとつよろしくお願いいたします。

それではさっそく議案に入ります。「議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請の許可審議につい
て」事務局より議案の説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい。ただいまの事務局の説明に関連してですね、地区担当委員からの報告をお願いいたします。１番につ
きましては●●委員、●●推進委員、２番 ●●委員、●●推進委員、３番　●●委員、●●委員、●●推
進委員　順次よろしくお願いしたいと思います。１番の●●さんから
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●●さんと●●さんの件ですが、実は●●さんの方から●●さんの方へやはり●がいってなんだけにお願い
出来んかという話があったんだそうです。同じ●●●●ですから現実にはですね●●ぐらいの耕作されとん
がです。それでまあ同じ集落で、まあ●●さんと●●しか違わんがで。許可するがには別に問題ないと思い
ます。

●●推進委員さんありますか。

おっしゃったように全く問題ないというふうに判断します。譲受人さんと譲渡しさんに会ってですね事情を
確認してきました。同じ地区内での●●でしたので●●●●●さんにお会いしてですねお話を伺いました。
現状今あの写真の●●と●●っていうのはですね●●の●●●●●●●●●●●●●の脇にあるので、そこ
はもう草を刈ってですね一応管理をされております。写真の●●はですね、●さんって方がね請け負って作
付けしておられますし、●●●、●●●、●●●は、●さんが耕作しとられます。今話した通りあの●●さ
ん●●●もおられませんので、●●●になってこの後どうしようかって話の中からですね手を上げられたの
が●●●●さんでして。●●さんは現状そのまま引き継ぐと。すでに耕作しておられる●さん●さんおられ
ますんで、収穫が終わってから具体的に受けたいなというような話でした。特にあの特質するようなあの問
題も全くないかなと思います。

はい。ありがとうございました。それでは２番●●委員さん。

見取り図は●●●●です。●●●●●●●●●●●●●進みますとあの●●の●●でありますけども●●方
面●●方面に行きます。申請地はですね、全部で●●●ありまして、●●●●の●●●があるんですがこの
付近に点在しております。●●●の内ほとんど半分ほどは●●●●の●●●●いの●●●●以上の●●●●
に該当するあんまり状況の良くない農地です。この農地は、所有者の●●●●さん、●●共に●●で管理が
出来なくなっておるために全部●●●●ております。耕作受託している人は、●●●●●と●●の人と●●
さんって人と●●だったんですが、今年から●●●●●と●●の人も作れませんよということになりまし
て、その●●合わせて●●あったんですが、今現在は耕作者不在の状態になっております。そういう事が
あってですね●●さんからは、●●へ●●●おられます●●●を通してこの先も管理できないので、無償で
譲渡しますんで●●だけね引き取ってもらいたいと。受けてもらえる人探してほしいと兼ねてからそういう
要望を受けておりました。結果的にここに書いてある●●さんが引き取ることになったんですが。この●●
という人はですね現在●●さんの農地●●ほど●●して自然栽培取り組んどる●●さんって人おるんですが
その人と仲間なんです。●●さんと一緒にあまり肥料を使わない水稲畑作に取組んでおられます。ときどき
私近くなもんですから作業の様子を見かけますが、綺麗に水管理草刈りとか作業されているようです。トラ
クターだとか田植え刈り取りの基幹作業は●●●の●●●●受託しております。乾燥だとか籾摺りは●●さ
んにお願いするとのことであります。またですねいろんなネットワーク持っておられまして人手が必要な時
にはいくらでも応援頼めますよという感じであります。あんまり●●●●のない●●さんですけども許可す
ることに問題はないんじゃないかなと思います。以上です。

●●推進委員さん

無農薬を志してる●●さん、無農薬をもって●●●●さんの圃場を関して今実際管理されているとのことな
ので。今般この圃場を買い取って、自らさらにいろんな農業を志してることなんですね。まああの遊休農地
にならないとは思いますんでそういう方はぜひ応援したいという気持ちで。自分の町内にもこういう人がお
られればいいな思って聞いておりました。以上です。

はい。それでは３番に移ります。●●委員さんかな、お願いします。

地図の場所ですが、●●●●●●を少し右の方に行ったところに、前の●●●●の隣になります。　　　　　　
●●さん元々あの農地しておられて耕作お願いしておられたんですが、その方が●●で都合悪くなられたと
いうことで次の方を探しておられたところちょうど●●●●向えに●●●●さん、●●の●●をやっておら
れますが、農業●●とか●●かこっておられます。農地も持っておられます。一応お話伺ったところ、●●
とか●●の●を仕事しとられるみたいで●●●●●とか●●●●とか自作で畑の方耕作したいという考えを
言っておられました。特に問題はないかと思って話は聞いておりました。以上です。

補足になりますけど、私は●●さんとは直接話はしてないんですけど、買い手の譲受人の●●さんとは話し
ておりまして。元々ここ過去には誰がしとったかというと、●●●●●●●●●●●●●の●●さんのとこ
ろやっております。ここ●●●●ほどちょっとあの耕作してないんですよ。ただしあの●●●にはこの近く
に●●●●さんって方がおられるんでその方が指導に行っておられたんで●●●●は管理はきちんとされて
いたようです。そういう関係から●●さん●●さん買わんかという話で、●の●だし便利だし買おうかとい
うことでお買いになられたという。先ほどもどこかで言いましたように遊休農地にならない田んぼが小さい
とこなんですけどね。きちんと管理されるだろうというふうに思っとります。ただちょっと●●●●かな●
●さんのところ●●●●●さんに中間管理通して利用権設定されていたりしてるんでどうかなと思ったんで
すけど、まあ田んぼの●●で●●ですから●の●だし特に問題ないと思っております。以上です。

●は●●●●って●●●ですか、●●さんって

●●●●の●●で●●●●とって●●さん

●●さん。●●●なんで

●●●●の●●なんて言うが

●●さん

●●か、これ●●●●の●●のままで●●●●載っていますね。

この見取図でいったらこの●●さんか、どの●がそうけ
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●●●●●●●●で

●●か

●●●●●●下りてきたら●●●の●●●の●●みたい●

●●推進委員さんなんかあれば

問題はないです。

はい、ありがとうございました。

これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を願います。

２番のこれ、自然農法の方でしょう。無農薬だけじゃなくて無肥料なん

無農薬、化学肥料を使わない

●●さんと一緒だ

住所は、住まいは●●●なんです。●●仲間で代表が●●って人なんで。●●●なもんだから、仲間の●●
●●に●●さんていう人に買ってもらえたらどうかと。●●って人元々●●の人じゃないそうで、●●●か
ら●●したそうです。

ただね、水が一番先に入るところとか。人が作っとるとこの垂水を利用しとってはダメなが。自然農法にな
らないそう

やっぱり山際

そうそう。山からでて

できれば周りの農薬も入ってこんような、ちょっと隔離されたそういう場所を探している

３条ですからどうでしょう。他に意見ありますか。意見がなければ採決したいですが

議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。第１号議案についてでは原案のとおり許可することといたします。

「議案第２号　農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について」事務局より議案の説明をお願
いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい。ただいまの事務局の説明に関連してですね、地区担当委員からの報告をお願いいたします。１番●●
委員、●●推進委員　よろしくお願いいたします。●●委員さん

事務局から説明ありました通りここは現在整地されておって水道やら畦やら確認できない状態です。これに
関しては特に問題はないと思います。

はい、●●推進委員さん。

私も同じ、結構整地してあって私も特に問題はないです。

それではあの、これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を願います。

問題ないですか、意見がなければ採決いたしますが。後ほどあの変更の案件もありますので

議案第２号について、「意見なし」とすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。第２号議案についてでは「意見なし」といたします。

では次に、「議案第３号　農地法第４・５条の規定による事業計画の変更について」事務局より説明をお願
いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい。ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員さん●●推進委員さん
何かあればおっしゃってください。

特にありません

それではあの、質疑に入ります。質疑のある方は発言を願います。

一応事業計画の変更になる理由ですけれども当初の計画と面積が変わるためです。結局●●●●●●、転用
する面積が●●●●ていう事で一応●●●は事業計画の変更とそれに基づいて４条出してほしいということ
で今回出てきております。

事業計画の変更ですがどうでしょうかね。意見がありますか。なければ採決しますが。

それでは議案第３号について、「意見なし」とすることに賛成の方は挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第３号についてでは「意見なし」といたします。

次に「議案第４号　農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について」事務
局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい、ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、質疑のある
方は発言をお願いいたします。
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上市町農業委員会

会長　林　忠治

村上　正毅
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意見がなければ、採決いたしますが。

それでは議案第４号についてでは、「意見なし」とすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第４号についてでは「意見なし」といたします。

では次に、「報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による届出について」事務局より説明をお願いいた
します。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方は発言
をお願いいたします。

●●●●●●は●●●●したんか

●●●●したって聞いたよ

●●の解約の件ですから、どうでしょう。よろしいでしょうか。

以上で報告第１号を終わらせていただきます。

それでは以上をもちまして、第24回農業委員会の総会を閉会いたします。皆様大変お疲れ様でございまし
た。

　この議事録は事実と相違ないことを証明する。

　　　令和７年７月４日

　　　議事録署名委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３番　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５番　


